
昭島市告示第 17 0号

令和 8年度介護保険料督促状の公示送達

令和 8年度介護保険料督促状を郵送したが、受取人の住所及び居所が不明

により、送達することができなかったため、介護保険法(平成 9年法律第

123号)第143条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の 2の規定に

基づき、次のとおり公示送達をする。

なお、この公示送達に係る関係書類は、当市介護福祉課で保管し、送達を

受けるべき者から交付の申出があれば、いつでも交付する。

令和 8年 6月 2日

昭島市長臼井伸

(注意)地方税法第20条の 2第 3項の規定により、公示した日から起算し

て7日を経過したときに書類の送達があったものとみなす。



令和8年度昭島市介護保険料督促状公示

番号 被保険者番号 賦課年度 期別 氏 名 備 考

1331610 R7 8期 QIU ZIMING 

2 1305325 R7 4期・5期・6期・7期・8期 HARDIN UN SUK 
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